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Ⅰ 医学部の教育目的と特徴 

 

１ .目的及び使命  
浜松医科大学は、医学・看護学の教育及び研究の機関として、最新の理論並びに応用

を教授研究し、高度の知識・技術及び豊かな人間性と医の倫理を身に付けた優れた臨

床医・看護専門職並びに医学研究者・看護学研究者を養成することを目的とし、医学

及び看護学の進展に寄与し、地域医学・医療の中核的役割を果たし、以って人類の健

康増進並びに福祉に貢献することを使命とする。  
 

２ .教育目標  
【医学科】  
 ①医学における基礎的知識・技術を習得し、問題解決能力を身につける。  
 ②自己評価能力と自学自習の態度・習慣を身につける。  
 ③医学にたずさわるのに必要不可欠な研究心を養成する。  
 ④国際的に活動するための豊かな教養を培う。  
 ⑤医師として好ましい人間性を養う。  
【看護学科】  
 ①人間への温かい関心と、生命の尊厳を尊重する倫理観をもつ豊かな人間性を養う。  
 ②他者との良好な関係をつくる能力、他者理解・自己理解を深める姿勢を養う。  
 ③看護専門職としての基本的知識・技術を習得し、根拠に基づいて思考する習慣と問

題解決能力を身につける。  
 ④高度・専門医療への対応の基礎となる基本的な看護実践能力を身につける。  
 ⑤看護に対する社会的ニーズを認識し、保健・医療・福祉チームの一員として、国内

外を問わず広く地域社会に貢献できる能力を身につける。  
⑥専門的職業人として、研究的視点をもち、生涯にわたり学習を継続する姿勢を身に

つける。  
 

３ .特徴  
【医学科】  
 ①入学から卒業までの一貫した倫理教育（新入生オリエンテーション、医学概論Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ、PBL の症例、6 年次医療と社会）  
 ②基礎配属の重視や 6 年次の関連科目での臨床教育と基礎医学教育の融合（基礎配属、

関連科目の臨床解剖学、基礎から臨床へ）  
 ③小グループによる学生主体型、問題解決学習の重視（教養教育のセミナー科目、PBL

チュートリアル教育、臨床実習）  
 ④早期臨床体験学習（新入生オリエンテーション、医学概論Ⅰ・Ⅱ）  
 ⑤国際的な視野を持つ医師の養成（6 年次臨床医学Ⅱの海外の交流協定校での実施）  
【看護学科】  
 ①学生主体型、問題解決学習の重視  
 ②積み上げ方式により、基礎的な能力の育成の上に応用能力が育成されるよう学生配

当を考慮したカリキュラム  
 ③早期臨地実習体験（新入生オリエンテーション、医療概論、1 年次の基礎看護実習） 
 ④助産学専攻科を設置しての助産師養成  
 
[想定する関係者とその期待] 

 本学では、①社会、特に静岡県を含む地域医療関係者の地域医療の担い手としての優秀

な医師、看護師、助産師の育成及び地域定着への要望に適切に対応し、多くの優秀な医療
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人を養成すること②社会の医療関係者及び医・薬・看護関係企業等の求める優秀な医学又

は看護研究者となりうる人材を養成すること③優秀な医療人として社会に貢献したいと考

える学生の希望に適切に応え、人間性と医の倫理を身に付けた優秀な医療人を育成するこ

とを最大の使命としている。 
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Ⅱ 分析項目ごとの水準の判断 

 

分析項目Ⅰ 教育の実施体制 

(１)観点ごとの分析 

観点 基本的組織の編成  

(観点に係る状況)  
本学の教育活動に係る重要事項を審議するため、教育研究評議会及び教授会を設置して

いる。教育研究評議会では、教育に係る中期計画、年度計画の他、学則等の教育研究に関

わる重要な規則の制定・改廃、教員人事及び教育課程の編成、学生の入学、卒業、課程の

修了等に係る教育活動の基本的な方針等について審議を行い、平成 19 年度は 11 回開催し

ている。教授会では、学則等の教育研究に関わる事項、学生の入学、卒業、修了、学位授

与、懲戒等について審議を行っている。 

また、本学は７つの機能別企画室を

立ち上げており、教育に関する施策の

立案・実施は教育・国際交流担当理事

を室長とする教育企画室が担当してい

る。当企画室は７つの部門からなり、

各部門、委員会の長で構成する教育企

画室会議は毎月１回定例的に開催し、

教育・学生関係の予算の立案・執行計

画、教育の方針・評価・改善、入試、

国際交流に関することや各部門、委員

会の懸案事項等を審議している。教育

課程の編成、学生の修学指導等実際的

な教務に関すること等を担当する教務

委員会も同じく毎月１回定例的に会議

を開催している。【資料１－Ⅰ－１】 

医学科の教員組織は基礎講座群と臨

床講座群から、看護学科の教員組織は

基礎看護学講座、臨床看護学講座、地

域看護学講座からなる。【資料１－Ⅰ－

２～３】 

医学あるいは看護学の全領域の基礎

的知識を習得させる必要上、カリキュ

ラムにおいて多くの専門科目が必須に

なっている。各講座の教授は原則１人

であるが、医学科の専門教育を担当す

る多くの講座、特に臨床医学講座では、

【資料１－Ⅰ－１：教育企画室会議構成図】 

教授とは専門分野の異なる准教授、講師を配置することにより、教育と診療の両面で欠損

領域を作らぬよう配慮している。 

教養教育は主として医学科基礎講座群の一つ、総合人間科学講座が担当している。総合

人間科学講座というこの確固たる組織が教養教育を担っていることが本学の特長の一つで

あり、人文社会系３名、語学系３名、自然科学系８名の計 14 名の教員と教務員等９名の支

援人員で教養教育の大部分の授業科目を担当している。【資料１－Ⅰ－４】 
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資料１－Ⅰ－２：浜松医科大学学則（抜粋） 

（教育研究の基本組織） 

第4条 本学に、医学部を置く。 

2 医学部に、医学科及び看護学科を置く。 

3 医学科及び看護学科に次の講座を置く。 

医学科 

総合人間科学 解剖学 生理学第一 生理学第二 生化学第一 生化学第二 病理学第一 

病理学第二 薬理学 感染症学 健康社会医学 法医学 内科学第一 内科学第二 内科学

第三 精神神経医学 外科学第一 外科学第二 脳神経外科学 整形外科学 皮膚科学 

泌尿器科学 眼科学 耳鼻咽喉科学 放射線医学 麻酔・蘇生学 産婦人科学 小児科学 

歯科口腔外科学 臨床検査医学 臨床薬理学 救急医学 

看護学科 

基礎看護学 臨床看護学 地域看護学 

4 医学科の定員は、収容定員 595 人、入学定員 95 人、第 2 年次後期編入学定員 5 人と

し、看護学科の定員は、収容定員 260 人、入学定員 60 人、第 3 年次編入学定員 10 人

とする。 

 

資料１－Ⅰ－３：医学部専任教員数（特任教員を含む）（平成 20 年３月 31 日現在） 

専任教員数（現員） 
学部 学科・課程 収容定員 

教授 准教授 講師 助教 計 助手 

医学科 595 52 42 39 134 267 0 医学部 

看護学科 260 7 2 9 10 28 0 

計 855 59 44 48 144 295 0 

 

資料１－Ⅰ－４：総合人間科学講座の教員内訳（平成 20 年３月 31 日現在） 

人文社会系  倫理学（１名）、心理学（１名）、人類学（１名）  計３名

語 学 系  英語（２名）、ドイツ語（１名）  計３名

自然科学系  数学（１名）、物理（２名）、化学（２名）、生物学（２名）、生命科学（１名） 計８名

 
 

観点 教育内容、教育方法の改善に向けて取り組む体制  

(観点に係る状況) 

学部教育に関するデータや資料の収集・分析は教育企画室が担当しており、分析結果の

特に重要な問題は、教育の活動実態等の大局的な観点からの調査・検証を目的として設置

した「検証・調査・評価部門」が集中的に審議している。現在、共用試験 CBT、内科の卒

業試験、医師国家試験の成績の評価に基づき、留年生の再履修制度の変更を検討している。

【前述資料１－Ⅰ－１（１-４ページ）】 

学部では授業評価、PBL チュートリアル教育における課題及びチューター評価等を実施

しており、授業評価等の結果は迅速に担当者にフィードバックしている。チューター評価

で評価が悪かった教員のその後の経過を追跡した結果、悪い評価のフィードバックを受け

た教員のほとんどに改善が認められた【資料１－Ⅰ－５】。また、医学科の PBL チュートリ

アル教育では学生及び教員の声に応えて特に基礎医学の部分のユニット構成を変更するな

ど、学生及び教員の声をできるだけカリキュラム改善に反映させるべく努めている。 

医学科では、平成 11 年度から、PBL チュートリアル教育に的を絞った全学的な（事務職

員や学生有志も参加した）FD 活動を精力的に行い、その結果、ほぼ全学的なコンセンサス

を得て、平成 15 年度の後学期から臨床実習前専門教育にこの教育法を導入した。PBL チュ

ートリアルが本学の教育に定着しだした平成 18 年度からは、新たに臨床実習等をテーマと

する FD も開始した。看護学科でも平成 15 年度に FD ワーキンググループを立ち上げ、より

良き臨地実習指導を目指して附属病院看護部との合同勉強会を開催するなど、活発な活動
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を行っている。【資料１－Ⅰ－６】 

 

資料１－Ⅰ－５：チューター評価の推移 

 

【別添資料 1 ページ】 

資料１－Ⅰ－６：FD 実施状況及び FD 研修会事例 

 

 

(２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を上回る。 

 

(判断理由) 

 教育研究評議会、教授会に加え、教育企画室を設け、学生教育、学生指導について、委

員会横断的な取り扱いができる体制を整えている。また、教養教育を担当する組織として

総合人間科学講座を設置し、専門教員の参加を含め、教養教育の充実を図っている。 

 また教育企画室の下に FD 部門を設け、FD を統括し、チュートリアル部会、看護学科 FD

ワーキンググループ等で活発な FD 活動を実施し、また、各種授業評価を実施し教育改善に

努めている。 
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分析項目Ⅱ 教育内容 

(１)観点ごとの分析 

観点 教育課程の編成  

(観点に係る状況) 

教育課程を編成する組織は教務委員会【資料１－Ⅱ－１】であり、本学の教育方針を大

局的見地から策定する機関として設立された教育企画室の教養教育部門と総合人間科学講

座教員会議が連携して教養教育の内容等の検討を行っている。 

医学科のカリキュラムは、１年次～２年次前期の教養教育主体の教育、２年次前学期か

ら始まる PBL チュートリアル方式を導入して行われる臨床実習前専門教育及び５～６年次

の診療参加型臨床実習より構成される。また、入学直後の福祉施設体験学習と新入生合宿

研修に始まり、その後も継続的に行われる医療倫理学習（医学概論等）を通じて医療人と

しての人間性の育成を図っている【資料１－Ⅱ－２】。看護学科のカリキュラムは、多くを

医学科との合同授業として行う教養教育、医療倫理教育、及び看護専門基礎科目、基礎看

護学の上に発達看護学（母性、小児、成人及び老人看護学）と広域看護学（精神看護学、

地域看護学）を、その上に応用看護学と総合看護学を積み上げる形で教育課程が構成され

ている専門教育から成る【資料１－Ⅱ－３】。医学科、看護学科の両方において、専門科目

の多くは必須科目になっている。 

 

資料１－Ⅱ－１：教務委員会内規（抜粋） 

（設置） 

第 1 条 浜松医科大学(以下「本学」という。)に、浜松医科大学教授会規則(平成 16 年規

則第 24 号)第 7 条第 1 項の規定に基づき、本学学生の教務に関する事項について協議す

るため、教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

（協議事項） 

第 2 条 委員会は、次の事項について協議する。 

(1) 学事予定に関すること。 

(2) 学生(研究生、聴講生、外国人留学生を含む。以下同じ。)の入学、退学、休学など

の身分の変更に関すること。 

(3) 教育課程の編成及び授業に関すること。 

(4) 学生の修学指導に関すること。 

(5) 単位及び課程の修了に関すること。 

(6) 学生の海外留学に関すること。 

(7) 授業及び教育評価に関すること。 

(8) 教育改善に関すること。 

(9) 生涯学習に関すること。 

(10) その他教務に関すること。 

（組織） 

第 3 条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 理事(教育・国際交流担当) 

(2) 医学科基礎講座のうち、総合人間科学講座の教授又は准教授 2 人 

(3) 医学科基礎講座(総合人間科学講座を除く。)の教授又は准教授 2 人 

(4) 医学科臨床講座の教授又は准教授 2 人 

(5) 看護学科講座の教授又は准教授 2 人 

(6) 学務部長及び学務課長 
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資料１－Ⅱ－２：医学科カリキュラム（出典：浜松医科大学案内） 

 

 

資料１－Ⅱ－３：看護学科カリキュラム構成と特徴（出典：看護学科教育要項） 
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観点 学生や社会からの要請への対応  

(観点に係る状況) 

授業評価、PBL チュートリアル教育における課題及びチューターの評価等を実施し、結

果等を各授業担当教員に配布しフィードバックするとともに、学生からの意見を基にカリ

キュラムの変更を検討・実施している。アンケート調査【資料１－Ⅱ－４】や学生意見箱

の設置【資料１－Ⅱ－５】など、学生の意見・ニーズを聴取すべく努めている。学生の意

見を直接聴取するために、毎年１回サークルリーダーを中心とした学生への呼びかけ、学

生との対話集会を持つことにより、学生のニーズに教員が熱意をもって対応することが伝

わり、良好な関係を築くことができている。【資料１－Ⅱ－５】 

また学生生活実態調査を行い、平成 17 年度にその結果を分析して報告書にまとめると

共に、この調査結果を参考にして授業料免除の基準、選考方法等を整備した。【資料１－Ⅱ

－６】 

医科単科大学である本学は地域医学・医療の中核的役割を果たすことが重要な目的及

び使命であり、同時に社会からの要請でもある。それを踏まえ、アドミッション・ポリシ

ーの１つに｢地域に根ざし大きくはばたくという意欲を持って活躍できる人で､この地の医

療にも貢献できる人｣を掲げ､できるだけ多くの地元高校生が入学するよう努めており､そ

の結果､平成 18 年度の入学者のうち静岡県内高等学校出身者は 43.2％と全国５位の高率で

ある｡さらに、推薦入試で入学した学生の県内出身率が高いことから､入学試験委員会にお

いて推薦入学募集人員の増加方針を定め､平成 20 年度入学者選抜から実施した｡この結果、

平成 20 年度入学者のうち静岡県内高等学校出身者は推薦入学で 78.6%、全体では 51.6%と

なった。【資料１－Ⅱ－７（別添）】 

入学直後の福祉施設体験学習や新入生合宿研修から始まり、１年次の医学科「医学概論

Ⅰ」､看護学科の「医療と科学技術｣､医学科看護学科共通科目「人間科学と医療」において

は､序論として､医療における人間的要素の重み､２年次の｢医学概論Ⅱ｣では､体験学習を通

じて患者家族について理解させ､４年次の｢医学概論Ⅲ｣では､臨床実習開始前に生命倫理と

医師の裁量権を幅広く学習させることとし､医の倫理について､一貫性のある教育内容とし

ている。これらの医療倫理教育を教養教育、専門教育と併行して行うことにより、社会か

ら求められる医療人としての人間性・倫理観の育成を図っている。 
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資料１－Ⅱ－４：授業評価アンケート用紙 

 

資料１－Ⅱ－５：「学生との意見交換会－サークルリーダーとの意見交換－」実施要項等
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資料１－Ⅱ－６：浜松医科大学学生生活実態調査報告書（表紙及び目次） 

 

 

【別添資料４ページ】  
資料１－Ⅱ－７：入学者選抜状況 

 

 

(２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を上回る。 

 

(判断理由) 

 豊かな人間性と高い倫理観を育むための教養教育、医療倫理教育に力を入れていること、

医学専門教育では講座間にまたがるユニット構成で、看護学科では積み上げ方式のカリキ

ュラムにより医学、看護学の体系的な学習を容易にしている。また、アンケート調査や学

生意見箱を設置するなど、学生の意見・ニーズを聴取すべく努めている。 

そしてドミッション・ポリシーの１つに｢地域に根ざし大きくはばたくという意欲を持

って活躍できる人で､この地の医療にも貢献できる人｣を掲げ､できるだけ多くの静岡県内

の高校生が入学するよう努め、平成 20 年度の入学者のうち静岡県内出身者は 51.6％と全

国有数の高率であり、また静岡県内出身者の 76.9％（平成 18、19 年度の合計）は静岡県

内医療機関に留まり、地域医療に貢献している｡ 

 

 

分析項目Ⅲ 教育方法 

(１)観点ごとの分析 

観点 授業形態の組合せと学習指導法の工夫 

(観点に係る状況) 

本学では、学生主体の問題解決型学習と体験による学習を重視したカリキュラムを組ん
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でいる。医療倫理教育においては早期体験学習、本学教員あるいは医療訴訟原告の遺族等

外部の講師による授業、PBLチュートリアル等を組合せて構成し効果を高めている。また、

教養教育の一部科目及びPBLチュートリアル教育では少人数教育を実施するとともに、教員

と学生の密接な接触を介した人間教育を意図して、総合人間科学講座の教員による人間科

学ゼミナールを開始した。 

医学科の臨床実習前専門教育は、PBLチュートリアル形式を中心に行われており、課題

症例と関連事項を自ら、あるいは討論の中で学習させている。また、研究マインドの養成

を意図して、この専門教育の期間中に６週間の基礎配属を実施している。【資料１－Ⅲ－１】 

看護学科においても多くの教養科目、看護専門基礎科目、専門科目に学生主体の問題解

決型学習を取り入れ、学生同士の討論の中での学習を重視したカリキュラムを組んでいる。

【資料１－Ⅲ－２（別添）】 

 医学科の臨床実習は５年次１年間と６年次の 10 週間にわたって行い、診療参加型を主体

とし、充実を図るとともに、それ以前においても早期体験学習、実習、研究室配属等体験

的学習を各学年の授業に取り入れるなどの工夫をしている。看護学科においても、講義・

演習等による学習と体験的学習をバランス良く組み合わせることにより学習効果を高める

ことを意図して、１年次の基礎看護学実習 I に引き続いて、２年次に基礎看護実習、３年

次・４年次に領域別実習を小人数グループで行っている。 

 

資料１－Ⅲ－１：チュートリアル教育年間予定表 

 

【別添資料５ページ】  
資料１－Ⅲ－２：看護学科の授業における学生主体の問題解決型授業の割合 
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観点 主体的な学習を促す取組 

(観点に係る状況) 

本学は教育目標の一つに「問題解決能力及び自学自習の態度・習慣の養成」を掲げ、カ

リキュラムにおいては医学科のPBLチュートリアル教育【前述資料１－Ⅲ－１（１-12ペー

ジ）】、看護学科の学生主体の問題解決型授業【前述別添資料１－Ⅲ－２（５ページ）】など

において授業時間以外での学習を促すとともに、施設面では30室あるチュートリアル教室

を９時～23時まで学生のグループ学習に開放しており、図書館の24時間開館は平成５年以

来続けている。 

 

 

(２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を上回る。 

 

(判断理由) 

体験的学習の重視が本学の開学以来の教育方針の一つであり、医学科においても看護学

科においても各学年のカリキュラムに実習、体験学習を組み込むことにより学習効果を高

める工夫を行っている。必要のある特定の科目で少人数教育を実施するとともに、医学科

の臨床実習前専門教育を PBL チュートリアル形式で行うことにより、課題症例と関連事項

を自ら、あるいは討論の中で学習させている。看護学科においても学生主体の問題解決型

学習を取り入れ、学生同士の討論の中での学習を重視している。学科の PBL チュートリア

ル教育、看護学科の学生主体の問題解決型授業などにおいて授業時間以外での学習を促す

とともに、施設面での支援も十分に行っている。  
 

 

分析項目Ⅳ 学業の成果 

(１)観点ごとの分析 

観点 学生が身に付けた学力や資質・能力 

(観点に係る状況) 

医学科においては２年次と４年次修了時に進級判定を、卒業時に卒業判定を行い、また

臨床実習開始前に共用試験受験を義務づけている。共用試験の成績は全国平均とほぼ同じ

であるが、医師並びに看護師等国家試験の合格率はいずれも全国平均を上回っており、特

に過去５年間の医師国家試験の新卒者の合格率は全国立大学中７位である。【資料１－Ⅳ－

１～４】  
 
資料１－Ⅳ－１：医師国家試験合格状況  
年 回数 卒 業 者

数 

受 験 者

数 

合 格 者

数 

不 合 格

者数 

合 格 率

（%） 

全 国 順

位 

全 国 平

均 合 格

率（%）

H 17 年 第 99 回 95 102 94 8 92.2 29 位 89.1 

H 18 年 第 100 回 116 125 112 13 89.6 50 位 90 

H 19 年 第 101 回 86 99 92 7 92.6 20 位 87.6 

H 20 年 第 102 回 112 118 113 5 95.8 11 位 90.6 
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資料１－Ⅳ－２：保健師国家試験合格状況【（ ）は３年次編入、受験者数には既卒も含む】 
年 回数 卒 業 者

数 

受 験 者

数 

合 格 者

数 

不 合 格

者数 

合 格 率

（%） 

全 国 平 均 合 格 率

（%） 

H 17 年 第 91 回 70（10） 71（10） 67（10） 4 94.4 81.5 

H 18 年 第 92 回 72（12） 74（11） 69（11） 5 93.2 78.7 

H 19 年 第 93 回 71（11） 74（11） 74（11） 0 100 97.9 

H 20 年 第 94 回 70（10） 70（10） 69（10） 1 98.6 91.1 

 
資料１－Ⅳ－３：看護師国家試験合格状況【（ ）は３年次編入、受験者数には既卒も含む】 
年 回数 卒 業 者

数 

受 験 者

数 

合 格 者

数 

不 合 格

者数 

合 格 率

（%） 

全 国 平 均 合 格 率

（%） 

H 17 年 第 94 回 70（10） 62 60 2 96.8 91.4 

H 18 年 第 95 回 72（12） 62 60 2 96.8 88.3 

H 19 年 第 96 回 71（11） 60 59 1 98.3 90.6 

H 20 年 第 97 回 70（10） 61 60 1 98.4 90.3 

 
資料１－Ⅳ－４：助産師国家試験合格状況【（ ）は３年次編入】  
年 回数 卒 業 者

数 

受 験 者

数 

合 格 者

数 

不 合 格

者数 

合 格 率

（%） 

全 国 平 均 合 格 率

（%） 

H 17 年 第 88 回 70（10） 6 6 0 100 99.7 

H 18 年 第 89 回 72（12） 6 6 0 100 98.1 

H 19 年 第 90 回 71（11） 6 6 0 100 94.3 

H 20 年 第 91 回 70（10） 4 4 0 100 98.1 

 
 

観点 学業の成果に関する学生の評価 

(観点に係る状況) 

学生に対して各年度の前学期及び後学期の定期試験の際に行う授業評価をはじめ、種々

の授業・教育評価アンケート調査を行い、カリキュラム及び各担当教員の授業が大学の意

図する教育の効果や成果の発現に有効に寄与しているかについて学生の意見を聴取してい

る【前述資料１－Ⅱ－４（１-10 ページ）】。学生の授業に対する全体的な満足度はほとん

どの授業で高く、高い割合で教育効果が得られていると学生自身が判断している。たとえ

ば PBL チュートリアル 教育の評価ではシナリオの評価が高く、PBL が本学の目指す医学教

育の効果の発現に有効に寄与していると学生が評価している。【資料１－Ⅳ－５】 

また、医学科５年次修了後の 12 項目の教育成果アンケート【資料１－Ⅳ－６（別添）】

の学生の自己評価では、約 60％が「ほぼ医学科５年終了時のレベルをクリアしている」と

回答している。これを PBL チュートリアル導入前の同調査と比べると、10 項目で評価が上

昇し学生が自信を持つに至っている。そして同調査項目中で項目８「医療に従事するもの

としての使命感、責任感、倫理観」、項目 10「仲間や先輩と強調していく能力」について

特に高評価であることは、本学の目指す「一貫した医の倫理教育」及び「チーム医療の重

視」が効果を上げているものと考えられる。なお、教員の評価や、関連教育病院の指導者

の評価は、学生の評価より高い傾向がある。 
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資料１－Ⅳ－５：医学部授業評価アンケート結果（例示）  
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【別添資料７ページ】 

資料１－Ⅳ－６：平成 17～19 年度教育成果に関するアンケート結果 

 

 

(２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を上回る。 

 

(判断理由) 

 医師、看護師等の国家試験の合格率が高水準であること及び医学科５年次修了後の教育

成果アンケートの学生の自己評価が高く、本学の重視する本学の目指す「一貫した医の倫

理教育」「チーム医療の重視」が効果を上げているものと考えられること。 

 

 

分析項目Ⅴ 進路・就職の状況 

(１)観点ごとの分析 

観点 卒業(修了)後の進路の状況 

(観点に係る状況) 

多くの医学科卒業生は研修医として本学附属病院あるいは他病院に勤務し、看護学科に

おいてもほとんどの卒業生が看護専門職として病院あるいは市役所等に就職している。【資

料１－Ⅴ－１～２】  
 
 
資料１－Ⅴ－１：医学科卒業生の就職状況  

 

大学院 医員（研修医） 

卒業年月 卒

業

者

数 

本学 他大学 大学附属

病院 

そ の 他 病

院 

医療施設 保健所 その他 合計 

H17.３ 95 0 0 44 47 0 0 4 95 

H18.３ 116 0 0 56 51 0 0 9 116 

H19.３ 86 0 0 52 29 0 0 5 86 

H20.３ 112 0 0 85 24 0 0 3 112 

 

資料１－Ⅴ－２：看護学科卒業生の就職状況 

 

大学院 就職 進学 

卒業年月 卒

業

者

数 

本学 他 大 学

等 

大学附属

病院 

そ の 他 病

院 

保健所等 その他 

大学等 

合計 

H17.３ 70 0 0 29 32 2 5 2 70 

H18.３ 72 1 1 30 29 5 1 5 72 

H19.３ 71 0 0 14 37 12 5 3 71 

H20.３ 70 0 1 35 21 5 6 2 70 

 

 

観点 関係者からの評価 

(観点に係る状況) 

 医学科５年次生の学外臨床実習の指導医による学生評価及び医学科卒業生の卒後臨床

研修指導者による評価において、本学卒業生と他大学卒業生の比較検討を行ったところ、
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指導医の評価は概して良好であり、同じ病院で研修を受けている他大学卒業生よりも高く

評価された。特に「患者とのコミュニケーション、患者本位の医療」や「医療チームの一

員としての良好な関係」で非常に高い評価を受けていた。【資料１－Ⅴ－３】  
また看護学科では、卒後３年目までの卒業生と就職先の指導者を対象に、個々の教育目

標の達成状況とカリキュラムに対する満足度に関するアンケート調査を実施したところ、

良好な結果であった。【資料：１－Ⅴ－４】  
 
資料１－Ⅴ－３：研修医に関する研修指導者へのアンケート  
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資料１－Ⅴ－４：看護学科卒業生と就職先指導者へのアンケート調査  

 
 
 
 (２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を上回る。 

 

(判断理由) 

 本学の医師並びに看護師等国家試験の合格率はいずれも全国平均を上回っており、これ

らに合格した卒業生の多くは専門を生かして医療機関に就職しており、就職先の指導者の

評価も高い。  
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Ⅲ 質の向上度の判断 
 

①事例１「入学から卒業までの一貫した倫理教育」(分析項目Ⅱ) 

(質の向上があったと判断する取組) 

平成 17 年度から医学科４年次に医学概論Ⅲ（生命倫理、医療安全、医師の裁量権等）

を開講し、平成 19 年度には医学科２年次の医学概論Ⅱをリニューアルするとともに、

医学概論Ⅰ（医学科）、人間科学と医療（医学科、看護学科）等を統合して新しい医学

概論Ⅰ（看護学科では医療概論Ⅰ、Ⅱ）とした。これに症例と倫理的要素を加えた PBL

チュートリアル教育及び常に社会に直面している臨床実習により、新入生オリエンテー

ション合宿研修から６年次にわたる総合的な医療倫理教育を構築した。 

なお、前述資料１－Ⅳ－６の調査項目「医療に従事するものとしての使命感、責任感、

倫理観」は特に高い評価であった。【前述別添資料１－Ⅳ－６（別添資料７ページ）】 

 

②事例２「学生の海外派遣の推進等による国際化」(分析項目Ⅲ) 

(質の向上があったと判断する取組) 

法人化以前の学生の海外での臨床実習等による単位認定は５年間で４名であり、また、

平成５年度以降、学生の組織的海外交流も行なわれてなかった。法人化以降、平成 16

年度に海外での臨床実習の単位認定制度を整備し【資料１－②－１】、平成 19 年度まで

に合計 26 名の単位を認定した。【資料１－②－２】平成 18 年度には韓国の慶北大学校

医科大学とのジョイント PBL（相互訪問方式）を開始し、平成 19 年度は 10 名を派遣し

た。 

本学医学科の臨床実習終了時の平成 17 年度～19 年度に行った教育成果に関するアン

ケートによると、前述資料１－Ⅳ－６の調査項目で、“国際的コミュニケーション能力”

は自己評価、教員による評価とも、下位ではあるが、着実に上昇しており、又、学生か

らの海外での実習希望も多く、学生の国際的視野の向上の育成に効果的であった。【前

述別添資料１－Ⅳ－６（別添資料７ページ）】 
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資料１－②－１：外国と大学との学術交流協定に基づく交換留学生等の臨床実習の単位

認定についての申し合わせ 

 

資料１－②－２：学術協定校年度別海外派遣状況 
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③事例３「学生が主体的かつ意欲的に学習できる学習方法、学習環境を整える」(分析項目

Ⅲ) 

(質の向上があったと判断する取組) 

新入生オリエンテーション合宿研修での医学科と看護学科による混成少人数グルー

プ討論及び１、２年次の生命倫理ゼミナールなど５科目での問題解決型授業、医学概論

I、Ⅱ（１、２年次）での学生主体型授業、２～４年次の PBL チュートリアル教育を通

じて学生主体の問題解決型学習方法の育成を図った。また、チュートリアル教育用の小

教室 30 室の整備、自主学習への開放、講義実習棟への無線 LAN 並びにロビーへのパソ

コン設置及び平成 18 年度に情報処理実習室の拡張（パソコン 40 台）など施設面の支援

を行った。 

  本学の国家試験の学習は伝統的にグループ学習であり、このためチュートリアル教室

の年間使用は、延 4,737 回に達し、図書館の 24 時間開放を含めた施設支援の結果、医

師及び看護師等国家試験の合格率はいずれも全国平均を上回っており、特に過去５年間

の医師国家試験の新卒者の合格率は全国立大学中７位である。【前述資料１－Ⅳ－１～

４（１-13～14 ページ）】  
 

④事例４「病院看護部との連携を強化し、学生の教育内容の充実を図る」（分析項目Ⅱ） 

(質の向上があったと判断する取組) 

平成 19 年度から看護学科教員と附属病院看護部による臨床指導者研修会を実施した。

その結果、連携が強化され、学生の受け入れ体制も向上し、学習環境の整備に役立った。

看護部との看護連絡会議や領域別実習反省会等を通して相互に情報交換し、教育内容の

検討も行った。さらに看護師の協力を得るために臨床教授等の称号を附与する制度も取

り入れ、教育支援体制を整備した。看護師による講義は学生の関心を高め、看護学科教

員にとっても知識が豊富になった。【資料１－④－１（別添）】 

 

【別添資料８ページ】 

資料１－④－１：看護連絡会議事録及び領域別実習反省会議事録 

浜松医科大学医学部
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Ⅰ 医学系研究科の教育目的と特徴 

 

１ .目的及び使命  
浜松医科大学は、医学・看護学の教育及び研究の機関として、最新の理論並びに応用

を教授研究し、高度の知識・技術及び豊かな人間性と医の倫理を身に付けた優れた臨

床医・看護専門職並びに医学研究者・看護学研究者を養成することを目的とし、医学

及び看護学の進展に寄与し、地域医学・医療の中核的役割を果たし、以って人類の健

康増進並びに福祉に貢献することを使命とする。  
 

２ .教育目標等  
【博士課程】  
 ①医学・医療に関する高度の専門的知識と技術に基づく研究能力を身につける。  
 ②優れた学術論文の作成能力と表現力を身につける。  
 ③自主的かつ独創的な問題発見能力及び問題解決能力を身につけ、生涯にわたり自立

して学問を探求する姿勢を養う。  
 ④研究者としての厳しさと誠実な人間性を養う。  
 ⑤国際的な視野を持ち、豊かな知性と教養を身につける。  
【修士課程】  
 ①特定の専門分野での看護実践の場における研究活動を通じて、高度な専門的知識と

技術の向上・開発を図る能力を修得する。  
 ②看護学教育と実践活動の場において、専門性の高い教育的機能を果たす能力を修得

する。  
 ③看護実践を通じて、専門性と倫理観に基づくケア提供、研究を行える能力を修得す

る。  
 ④看護の専門領域にかかわる新しい課題にチャレンジできる高度な能力を修得する。  
 ⑤文化的、社会的背景を考慮して健康問題をとらえ、国際的に活躍できる高度な能力

を修得する。  
 

３ .特徴 

 ①博士課程ではコースワークを充実し、研究者養成コースと研究能力を備えた臨床医養

成コースを体系的に編成している。 

 ②博士課程では、臨床医養成コースにおいては医療倫理学を必修とし、すべての学位審

査に医の倫理に関する試験を行い、修士課程ではすべての研究題目について、倫理審

査委員会の判定を受けるなど一貫した倫理教育を実施している。 

③博士課程及び修士課程で長期履修制度を導入し、社会人の学びやすい大学院としてい

る。 

 

④修士課程に高度看護実践コースを設け、日本看護系大学協議会の認定を受け、専門看

護師養成を行っている。 

 

[想定する関係者とその期待] 

本学研究科では、①社会の医療関係者が求める高度な研究能力を備えた臨床医の養成及

び教育関係者、医療関係企業等が求める高度な研究者の養成に対応した人材養成を行うこ

と②社会の医療関係者が要望する専門看護師（CNS）の養成を含めた看護師のレベルアップ

及び看護関係の研究者、教員の養成に応える人材養成を行うこと③諸外国、特にアジア諸

国の医学研究者及び指導的な臨床医養成の要望に対応し、留学生を受け入れ、人材養成を

行うことを使命としている。
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Ⅱ 分析項目ごとの水準の判断 

 

分析項目Ⅰ 教育の実施体制 

(１)観点ごとの分析 

観点 基本的組織の編成  

(観点に係る状況) 

大学院医学系研究科は博士課程医学４専攻（光先端医学、高次機能医学、病態医学、予

防・防御医学の４専攻）と修士課程看護学専攻（基礎看護学、成人・老人看護学、母子看

護学、地域・精神看護学の４専門分野）からなる。【資料２－Ⅰ－１】 

世界最先端の光技術を誇る地元産業と連携して、光と医学を接点とする新しい研究分野

を開拓し、21 世紀 COE プログラムの一つにも採択され、光医学研究拠点を形成してきた。

大学院博士課程の光先端医学専攻はこの 21 世紀 COE プログラムと連携して教育・研究を行

う本学の特長的な専攻である。また、他の３つの高次機能医学専攻、病態医学専攻、予防・

防御医学専攻で医学のほぼ全領域に対応できており、また、専攻横断的に「研究者養成コ

ース」「研究能力を備えた臨床医を目指すコース」を設置したことにより、大学院課程にお

ける教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっている。【資料２－Ⅰ－２】 

修士課程においては、成人看護学領域に専門看護師認定制度に対応するカリキュラム

（高度看護実践コース；クリティカルケア看護）を設けており、設置の趣旨に基づいて幅

広い看護領域を網羅すべく教育課程を配置しており、適切な構成になっている。【資料２－

Ⅰ－３】 

 

資料２－Ⅰ－１：浜松医科大学学則（抜粋） 

第 5 条 本学に、大学院を置く。 

2 大学院に、医学系研究科を置く。 

3 大学院における課程、医学系研究科に置く専攻並びにその収容定員及び入学定員は、

次のとおりとする。 

課程 専攻 収容定員 入学定員 

修士課程 看護学専攻 32 人 16 人 

光先端医学専攻 44 人 11 人 

高次機能医学専攻 20 人 5 人 

病態医学専攻 32 人 8 人 

予防・防御医学専

攻 

24 人 6 人 

博士課程 

計 120 人 30 人 

合計 152 人 46 人 
 

 

資料２－Ⅰ－２：博士課程の教育・研究（出典：大学院要覧博士課程） 

教育・研究 

近年、高度な専門的知識・技術に加えて、高い研究能力を持ち、その成果を臨床現場で

活かせる臨床医学者の養成が強く求められるようになった。この要請に応じて設置した

「研究能力を備えた臨床医養成コース」では、「研究者養成コース」と同様に、学術研究

を基盤とし、関連領域のセミナーといくつかの基本的な授業科目により関連分野の基礎的

素養と学際的な分野への対応能力の涵養を図る。加えて、本学附属病院あるいは関連病院

において、専門分野の認定資格（専門医など）の取得に必要な診療活動を行うことを可能
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とし、これにも一定の単位を認定する。なお、正常と各種疾患等異常は表裏の関係にある。

「研究能力を備えた臨床医養成コース」修了者が医学研究者の道を歩むことも可能であ

り、むしろ歓迎である。 

「研究者養成コース」の教育目標は、研究者として自立して研究活動を行うに必要な研

究能力・姿勢、およびその基盤となる幅広く豊かな学識の修得とする。一方、「研究能力

を備えた臨床医養成コース」の達成目標は、主として患者を対象とする臨床研究能力、自

らが持つ理論的知識や能力の実務への応用能力、それぞれの専門領域における業務に必要

な知識・技能・態度、および幅広く豊かな基礎的学識の修得である。 

研究成果の発表（口頭および論文）は発想および発想を実証するための研究行為そのも

のと同等の、研究の重要構成要素であるとの観点から、学位論文は大学院博士課程教授会

において適当と認められる内外の学術誌等に印刷公表された論文または印刷公表が予定

されている論文とする。ただし、研究内容等の理由により４年間の修学期間終了までに論

文発表が困難な場合に備えて、履修期間５年または６年間の「長期履修制度」、あるいは

「大学院継続研究生制度」を発足させ、計画的な学位取得や余分な経済的負担を伴わない

継続研究を可能とする制度を整える。また、学生が研究に専念できる環境づくりの一環と

して、RA (Research Assistant)経費等による経済的支援を拡大する。 

 

資料２－Ⅰ－３：修士課程の教育・研究（出典：大学院要覧修士課程） 

専攻の概要  
修士課程（看護学専攻）では、学士課程で修得した専門的知識・技術を基盤に、広い視

野に立って看護学の専門分野における学識を深め、科学的思考力・問題解決力・創造性と

基礎的な研究能力を養い、高度の看護実践能力と倫理観・人間性を備えた高度専門職業人、

教育者及び研究者を養成することを目指しています。 

 このため、看護学に携わる者が持つべき看護学に関する基本的な知識と、健康科学に関

する専門的な知識を土台とし、その上に種々の看護分野に対応できる幅広い領域の専門科

目を配置しました。 

 すなわち、土台となる共通科目の上に、基礎看護学、成人・老人看護学、母子看護学、

地域・精神看護学の四つの専門分野を設け、それぞれの分野における高度な知識と研究能

力を育成できるよう授業科目を開設しています。 

また、平成 16 年度より高度看護実践コースを設け、CNS 専門看護師教育課程コースのクリ

ティカルケア看護に対応した授業科目を開設しています。このクリティカルケア 

 看護では、呼吸、循環、代謝機能不全といったクリティカルな状況にある対象者と家族

に対して、高度な知識と豊富な経験に裏付けられた適切な看護の実践（実践）と、拘束的

な治療環境下における対象者の苦痛緩和と倫理的課題への対応（倫理）、医療チームにお

けるコーディネーターとしての役割（調整）、他の看護師に対する相談・教育的な役割（相

談、教育）及び研究的研鑽によって看護ケアの発展に貢献できる（研究）人材の育成を目

指しています。 

 

 

観点 教育内容、教育方法の改善に向けて取り組む体制  

(観点に係る状況） 

博士課程教授会、修士課程教授会の下に、各々博士課程部会、修士課程部会を設け、学

生と教員の評価結果、意見やその他の調査結果に基づいて常に教育の質の向上及びカリキ

ュラムの改善を図っている。【資料２－Ⅰ－４～５】 

博士課程部会では、平成 16 年度に現在の４専攻への改組、平成 17 年９月の中央教育審

議会答申「新時代の大学院教育」に応答して「研究能力を備えた臨床医養成コース」等の

設置及びコースワークを充実させた実質化カリキュラムの作成、そして授業評価アンケー

ト調査の実施とその評価、研究指導教員の准教授への拡大等を行った。 

 修士課程部会では、恒常的に大学院設置基準第 14 条特例に基づく授業の実施方法及びカ
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リキュラムの検討を行うと共に、平成 17 年度に高度看護実践コースの設置（平成 19 年度

認定）、平成 18 年度に修士課程修了学生及びその就職先のアンケート調査等を行った。【資

料２－Ⅰ－６～７】  
 

資料２－Ⅰ－４：浜松医科大学大学院博士課程教授会規則（抜粋） 

（組織） 

第 2 条 教授会は、学長及び大学院医学系研究科博士課程の担当教授(以下「構成員」と

いう。)をもって組織する。 

（審議事項） 

第 3 条 教授会は、博士課程に関する次の事項を審議する。 

(1) 授業科目、試験、単位認定その他教育方法に関する事項 

(2) 入学、退学、休学、復学、懲戒、その他学生の身分に関する事項 

(3) 学生支援に関する事項 

(4) 課程修了及び学位授与に関する事項 

(5) その他大学院の教育研究に関する事項 

2 教授会は前項に掲げる事項のほか、教育研究評議会から付託された事項を取り扱う。 

（会議の招集及び議長） 

第 4 条 学長は、教授会を召集し、その議長となる。 

2 教授会は、原則として毎月 1 回開催する。ただし、学長が必要と認めたときは、臨時

に会議を召集することができる。 

3 議長に事故あるときは、あらかじめ学長が指名した構成員がその職務を代行する。 

（会議の成立及び議決方法） 

第 5 条 教授会は、構成員の過半数(委任状を含む。)をもって議事を開くことができる。

ただし、構成員の 3 分の 1 以上の出席がなければならない。 

2 議事は、委任状を除く出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（構成員以外の者の出席） 

第 6 条 役員は、必要に応じて教授会に出席し、意見を述べることができる。 

2 議長は、必要があると認めるときは、関係の職員等を教授会に出席させ意見を聞くこ

とができる。 

（部会） 

第 7 条 教授会に特定の事項を調査又は検討するため、必要に応じて部会を置くことがで

きる。 

2 部会の委員は、学長が委嘱する。 

3 部会の委員に、構成員以外の職員等を加えることができる。 

4 部会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て別に定める。 

 

資料２－Ⅰ－５：浜松医科大学大学院修士課程教授会規則（抜粋） 

（組織） 

第 2 条 教授会は、学長及び大学院医学系研究科修士課程の担当教授(以下「構成員」と

いう。)をもって組織する。 

（審議事項） 

第 3 条 教授会は、修士課程に関する次の事項を審議する。 

(1) 授業科目、試験、単位認定その他教育方法に関する事項 

(2) 入学、退学、休学、復学、懲戒、その他学生の身分に関する事項 

(3) 学生支援に関する事項 

(4) 課程修了及び学位授与に関する事項 

(5) その他大学院の教育研究に関する事項 
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2 教授会は前項に掲げる事項のほか、教育研究評議会から付託された事項を取り扱う。 

（会議の招集及び議長） 

第 4 条 学長は、教授会を召集し、その議長となる。 

2 教授会は、原則として毎月 1 回開催する。ただし、学長が必要と認めたときは、臨時

に会議を召集することができる。 

3 議長に事故あるときは、あらかじめ学長が指名した構成員がその職務を代行する。 

（会議の成立及び議決方法） 

第 5 条 教授会は、構成員の過半数(委任状を含む。)が出席しなければ議事を開くことが

できない。 

2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（構成員以外の者の出席） 

第 6 条 役員は、必要に応じて教授会に出席し、意見を述べることができる。 

2 議長は、必要があると認めるときは、関係の職員等を教授会に出席させ意見を聞くこ

とができる。 

（部会） 

第 7 条 教授会に特定の事項を調査又は検討するため、必要に応じて部会を置くことがで

きる。 

2 部会の委員は、学長が委嘱する。 

3 部会の委員に、構成員以外の職員等を加えることができる。 

4 部会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て別に定める。 

 

資料２－Ⅰ－６：修士課程修了生に関するアンケート調査結果 

 

 

－2-6－



浜松医科大学医学系研究科 分析項目Ⅰ 

－2-7－ 

資料２－Ⅰ－７：就職先等に関する就職先へのアンケート調査結果（修士課程） 

 

 

 

(２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を上回る。 

 

(判断理由) 

 国立大学法人化以降、博士課程については現在の４専攻への改組、21 世紀 COE プログラ

ムと連携した教育を実施する体制を整え、平成 18 年度に「研究者養成コース」と「研究能

力を備えた臨床医養成コース」の２つのコース分けの整備をするとともに、研究者として

必要な能力を養成するコースワークの設置を含め大学院教育の実質化を果たした。 

 修士課程については、研究者養成に加え、平成 17 年度に高度専門職業人養成のため「高

度看護実践コース」を設け、このコースは平成 19 年度に日本看護系大学協議会から専門看

護師教育課程として認定を受けた。 

 また、大学院の各教授会の下、大学院部会を設け、教育方法の改善に取り組む体制とし

ている。  
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分析項目Ⅱ 教育内容 

(１)観点ごとの分析 

観点 教育課程の編成  

(観点に係る状況)  

博士課程では、平成 17 年９月の中央教育審議会答申「新時代の大学院教育」を踏まえ

て、平成 18 年度からコースワークの重視等カリキュラムの実質化を図り、また、「優れた

研究能力を持つ創造性豊かな医学研究者」と「高度な研究能力を備え、その成果を臨床現

場で活かせる臨床医学者」の養成を目的とし、「研究者養成コース」と「研究能力を備えた

臨床医養成コース」を設けた。【前述資料２－Ⅰ－２～３（２-３～４ページ）】 

「研究者養成コース」では、研究者として自立して研究活動を行うに必要な基礎的研究

能力の涵養を目的として、「遺伝子実験法」「蛋白質研究法」等を設けると共に、「光医学実

験講習」については 21 世紀 COE プログラムと連携したカリキュラムとし、また、先端基礎

医学特論を必修としている。 

「研究能力を備えた臨床医養成コース」は、研究の成果を臨床現場で活かせる臨床医の

養成を目的として、先端医学特論２科目、「医療倫理学」「遺伝子医療と再生医療」を必修

とするとともに、専門医等の取得も考慮し、実習もカリキュラムの一貫として選択できる

よう配慮している。【資料２－Ⅱ－１（別添）】 

修士課程では、看護専門基礎（健康科学）領域及び看護専門領域において、科学的思考

力・問題解決能力・基礎的な研究能力を養い、看護実践能力と倫理観を備えた高度専門職

業人あるいは教育者・研究者を育成するという趣旨に基づいて、幅広い分野の看護領域を

網羅するよう教育課程が組まれている【資料２－Ⅱ－２】。授業内容は専門科目と共通科目

からなり、専門科目に各領域の教育課程編成の趣旨に沿った授業科目（特論・演習）を配

置し、共通科目には看護学の基盤となる授業科目を配置している。また、高度看護実践コ

ースは、平成 19 年度に日本看護系大学協議会から認定された専門看護師教育課程となって

いる。【資料２－Ⅱ－３～４】  
 

資料２－Ⅱ－２：修士課程（看護学専攻）研究指導内容 

専門分野 専門領域・部門等 

       疾病科学部門 

健康科学領域 病理部門 

       環境科学部門 
基礎看護学分野 

基礎看護学領域 

成人看護学領域 
成人・老人看護学分野

老人看護学領域 

母性看護学領域 
母子看護学分野 

小児看護学領域 

精神看護学領域 
地域・精神看護学分野

地域看護学領域 
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資料２－Ⅱ－３：修士課程（看護学専攻）授業科目及び単位数（出典：大学院要項修士課程） 
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資料２－Ⅱ－４：修士課程（看護学専攻）の構成（出典：大学院要項修士課程） 

 

 

【別添資料１ページ】  
資料２－Ⅱ－１：博士課程授業科目及び単位数、履修例 

 

観点 学生や社会からの要請への対応  

(観点に係る状況)  

両課程において、在職のまま入学を希望する社会人学生が学びやすいように大学院設置

基準第 14 条に定める教育方法の特例措置及び長期履修制度を設けている【資料２－Ⅱ－５

～６】。博士課程では、リレー講義は午後５時半以降とし、共通科目は集中講義で編成する

など、社会人大学院生に配慮した時間割を設定している。修士課程では、在学大学院生の

約 80%が在職のままの履修生であるため、同じ科目を昼夜開講している。【資料２－Ⅱ－７

（別添）】 

教育方法の特例を受ける学生には、指導教員の指導のもと、長期履修制度を利用した履

修期間、時間割設定、科目の配分などの履修計画を作成させることとしている。 
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 また、地域医師不足に対応するため、地方自治体病院と協定を締結し、当該病院に勤務

しながら大学院教育を受けられるよう配慮している。 

 修士課程においては、社会の要請の強い、高度看護専門職養成のため「高度看護実践コ

ース」を設けるとともに、看護師の再教育、再チャレンジの要望に答え、平成 20 年度に授

業料免除等を中心とする再チャレンジ者の支援を行うこととしている。【前述資料２－Ⅱ－

４（２-10 ページ）】  
 

資料２－Ⅱ－５：浜松医科大学大学院医学系研究科博士課程長期履修学生規程（抜粋） 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、浜松医科大学学則(平成 16 年規則第 25 号。以下、「学則」という。)

第 34 条第 3 項の規定に基づき、大学院医学系研究科博士課程(以下「博士課程」という。)

の長期履修について必要な事項を定める。 

（対象学生） 

第 2 条 長期履修を希望することのできる者は、職業を有している等の理由により学則第

34 条第 1 項で定める修業年限(以下「標準修業年限」という。)を超えて、一定の期間に

わたり、計画的に教育課程を履修することを希望する者とする。 

（長期履修期間） 

第 3 条 長期履修の期間は、標準修業年限を含めて 5 年又は 6 年とする。 

 

資料２－Ⅱ－６：浜松医科大学大学院医学系研究科修士課程長期履修学生規程（抜粋） 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、浜松医科大学学則(平成 16 年規則第 25 号。以下、「学則」という。)

第 34 条第 3 項の規定に基づき、大学院医学系研究科修士課程(以下「修士課程」という。)

の長期履修について必要な事項を定める。 

（対象学生） 

第 2 条 長期履修を希望することのできる者は、職業を有している等の理由により学則第

34 条第 1 項で定める修業年限(以下「標準修業年限」という。)を超えて、一定の期間に

わたり、計画的に教育課程を履修することを希望する者とする。 

（長期履修期間） 

第 3 条 長期履修の期間は、標準修業年限を含めて 3 年又は 4 年のいずれかとする。 

 

【別添資料３ページ】  
資料２－Ⅱ－７：修士課程（看護学専攻）時間割 

 

 

(２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を大きく上回る。 

 

(判断理由) 

博士課程では社会の要請及び大学院教育の実質化のため、「研究者養成コース」、「研究

能力を備えた臨床医養成コース」各々必要な授業科目を必修とし、研究活動を行うに必要

な基礎的研究能力の養成のため、各種のコースワークを設け、授業評価アンケートを実施

し学生の要望に答えるよう授業を実施している。 

博士課程と修士課程の両方において、大学院設置基準第 14 条特例に沿った授業を実施

し、また、長期履修制度を設け、平成 19 年度においては、修士課程 11 名、博士課程では

12 名がこれを利用し在職のまま修学する等の効果を上げ、更に修士課程では平成 20 年度

から再チャレンジ学生の授業料免除等行うこととなっている。
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分析項目Ⅲ 教育方法 

(１)観点ごとの分析 

観点 授業形態の組合せと学習指導法の工夫 

(観点に係る状況) 

医学研究では多くの場合、組織・細胞・遺伝子レベルでの実験・分析、臨床試験、動物

実験あるいは予防・防御医学等のフィールド型調査・統計解析が必須となる。このため博

士課程では、これら研究を進める上で基礎的で幅広い授業科目を配置し、更に有職者が履

修しやすい短期集中授業に開講している。また、博士課程の「研究者養成コース」では 16

単位、「研究能力を備えた臨床医養成コース」では 12 単位のセミナー科目を必修とし、各

指導教員が主宰し大学院博士課程教育に適したセミナー形式で実施している。【前述別添資

料２－Ⅱ－１（１ページ）】 

本学の指導方法の特徴は、臨床医学部門と、基礎医学、光量子医学研究センター等他の

部門との密接な協力体制である。このため、指導教員の他に副指導教員制を設け、「研究能

力を備えた臨床医養成コース」の学生も基礎医学講座等の副指導教員の指導の下で共同研

究に参画することができる体制としており、副指導教員が、研究テーマの選定及び研究方

法の検討から論文作成まで、直接指導している事例もある。【資料２－Ⅲ－１】 

修士課程では講義と演習が主流の授業が行われている。授業形態としては、(１)講義、

(２)小人数授業、(３)対話・討論型授業、(４)フィールド型授業、(５)情報機器を使用、(６)

その他と区分され、対話・討論型授業が最も多く、次いで少人数授業、講義、情報機器の

使用の順となり、多様な授業形態をとっており、研究指導においては有職者が自分の職場

を研究のフィールドとできるよう配慮している。 

また、修士課程においても副指導教員制を設け、指導教員と副指導教員とが緊密な連携

をとり指導する体制をとっている。【資料２－Ⅲ－２】 

両課程とも長期履修制度を設け【前述資料２－Ⅱ－５～６（２-11 ページ）】、有職者等

が在職のまま修学できるよう配慮するとともに、博士課程においては、４年間の標準履修

期間では完結しない高度な研究を目指す学生が修了後も研究指導が受けられる継続研究生

制度を設け、授業以外にも定期的に開催される学内研究発表会等の学術講演会に参加し、

学内の先端的・異分野の研究内容にふれる環境を整備している。 
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・資料２－Ⅲ－１：博士課程における副指導

教員に関する申合せ 

・資料２－Ⅲ－２：修士課程（看護学専攻）担

当教員に関する申合せ 

観点 主体的な学習を促す取組 

(観点に係る状況) 

入学時に全体的な履修ガイダンスを行う

とともに、博士課程では必修の「セミナー」

科目を設け、少人数の討論主体の授業の中で

自分が最も興味ある研究の主題が見つけら

れるよう配慮し、修士課程においては、志願

時から「研究志望調書」を提出させ、指導教

員はこれをできるだけ尊重し個別に必要な

履修指導を行っている。【資料２－Ⅲ－３】

また、博士・修士課程ともに各年度当初に

指導教員と学生の相談の上で「研究計画書」

が作成され、これに沿った学習・研究が進め

られており、博士課程では年度末に「研究進

捗状況報告書」により 1 年間の研究の成果が

確認できるシステムを整えている。 

【資料２－Ⅲ―４、５】 

資料２－Ⅲ－３：研究志望調書 
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資料２－Ⅲ－４：研究計画書 

 

資料２－Ⅲ－５：研究進捗状況報告書 

 

 

(２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を大きく上回る。 

 

(判断理由) 

大学院教育は自主的に学習に取り組むことが本来の姿であり、本学では講義形式の授業

は必要最小限にとどめ、博士課程では少人数の討論主体の授業「セミナー科目」を専門教

育の中心に考え実施し、修士課程では志願段階から研究志望の調査を行い、自主的な学習

を促している。  
また、「学内研究発表会」の開催により、学内における研究の情報提供を行い、開かれ

た研究環境を構築している。 

 

 

分析項目Ⅳ 学業の成果 

(１)観点ごとの分析 

観点 学生が身に付けた学力や資質・能力 

(観点に係る状況) 

標準修業年限内での学位取得率は、学会誌等への論文の採択が学位論文審査申請の条件

になっている博士課程では在籍学生の 60～70%、１年間の猶予期間中の学位取得も加える

と約 79%（平成 14-17 年度の平均）である。【資料２－Ⅳ－１】 

学位論文の質を現す impact factor（IF）は年によって多少違うが平均３前後である【資

料２－Ⅳ－２】。また在学期間中の業績は、筆頭著者の論文（学位論文を含む。）が平均３

編、IF 合計 3.6～4.5 であり、このうち 25％の修了生は論文が５編以上で、合計 IF が 25

を超えるものもいる。科学研究費補助金にも平成 17～19 年度で 18 件採択されている。【資

料２－Ⅳ－３】
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資料２－Ⅳ－１：博士学位審査申請状況・学位授与状況・学位取得率等 
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資料２－Ⅳ－２：学位申請論文の平均 impact factor (IF) 

年度 申請学位論文数 IF を調査できた

論文数 

IF 値合計 調査できた IF 値平均

（合計/件数） 

14 20 18 60.184 3.344 

15 20 18 52.215 2.901 

16 21 19 55.915 2.943 

17 26 22 64.852 2.947 

18 23 21 64.424 3.068 

19 21 13 36.514 2.809 

 

資料２－Ⅳ－３：博士課程科研費採択一覧 

 

 

 

観点 学業の成果に関する学生の評価 

(観点に係る状況) 

 平成 18 年度に過去２年間の修了学生のアンケート調査を実施し、博士課程修了者は修得

した知識の活用、専門性と倫理観の活用等９項目すべての調査項目において肯定的な回答

であり、修士課程修了者は１項目（国際性）を除き他の９項目は肯定的な回答であった。

この結果から大学院教育に対し高い評価を得たと判断する。【前述資料２－Ⅰ－７（２-７
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ページ）、資料２－Ⅳ－４】 

 

資料２－Ⅳ－４：博士課程修了生に関するアンケート調査結果 

 

 

 

(２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を大きく上回る。 

 

(判断理由) 

 博士課程修了生の学位取得率及び業績について、十分な業績を上げ、学業の成果に関す

る学生の評価も高いと考えられる。 

  

 

分析項目Ⅴ 進路・就職の状況 

(１)観点ごとの分析 

観点 卒業(修了)後の進路の状況 

(観点に係る状況) 

大学院修了生の進路に関しては、医師免許保有者の多い博士課程では 40%ほどが本学の

職員になっており、次いで他の医療機関、教育・研究機関の順番である。特に研究では臨

床医学研究を行いながら医療に携わる者が多い。またポスドクとして、海外で研究してい

る者もいる。中には研究を続けた結果、同窓会学術奨励賞を受賞した者もいる。修士課程

修了者の場合には在職のままの就学者が継続就業する場合が多いが、修了後に教育機関教

浜松医科大学医学系研究科 分析項目Ⅳ.Ⅴ
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員となる者も少なくない。【資料２－Ⅴ－１～２】 

 

資料２－Ⅴ－１：大学院博士課程修了生就職先 資料２－Ⅴ－２：大学院修士課程修了生就職先 

 

 

観点 関係者からの評価 

(観点に係る状況) 

平成 18 年度に過去２年間の修了学生の就職先に対するアンケート調査を実施した。【資

料２－Ⅴ－３、前述資料２－Ⅰ－７（２ -７ページ）】 

これによると、博士課程及び修士課程の調査項目のすべての項目において肯定的な評価

を得、かつ、修了生自身の評価【前述資料２－Ⅰ－６（２ -６ページ）、前述資料２－Ⅳ－

４（２ -17 ページ）】より高い評価を得た。  
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資料２－Ⅴ－３：就職先等に関する就職先へのアンケート調査結果（博士課程）  

 
 
 
(２)分析項目の水準及びその判断理由 

(水準) 

期待される水準を大きく上回る。 

 

(判断理由) 

 本研究科は医師及び看護師が多く、課程修了後、大学院教育の成果を生かした、医師、

看護師として活躍している。また、修了生の就職先の調査において高い評価を得ている。  

浜松医科大学医学系研究科 分析項目Ⅴ
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Ⅲ 質の向上度の判断 
 
①事例１「長期履修制度、継続研究生制度、秋入学制度等の実施による積極的な社会人の

受け入れ」(分析項目Ⅲ) 

(質の向上があったと判断する取組) 

学部卒業後数年間の臨床経験等を有する社会人の積極的な受け入れを図るため、従来

から実施している大学院設置基準第 14 条特例に加え、長期履修制度（修士 H17、博士

H18）、秋入学制度（博士 H17）を導入すると共に、平成 18 年度から単位修得退学後も２

年間継続して研究指導を受けることのできる大学院継続研究生制度を創設し、社会人の

入学の促進を図った。【資料２－①－１】 

 

資料２－①－１長期履修制度等による社会人受け入れ数 

 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

修士課程 13 名 13 名 11 名 15 名 
長期履修制度 

博士課程  ３名 12 名 18 名 

秋入学制度 博士課程 1 名 １名 2 名 0 名 

継続研究生制度 博士課程   11 名 12 名 
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